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様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

2/ 乙月

提出者

住 所奮知 彙あ多予権ワん羽 孔 3y

氏名佛ゎ大Йあ多るん多Lルア序場
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号  `θタリタリ2´ ′3クク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称
(丼牛)大漱移ちんろウ生Jラ クルト■場

事 業 場 の 所 在 地 贅知晨ぁ多″権りし羽几θ夕多地

計 画 期 間 7″☆⊇́チ4ケ月|口 ″千歳2よ与3乃 3ノ ロ
当該事業場において現に行つている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 ′I:生コラッ斗裂迄未

②事 業 の 規 模 製髪2み ハ荷機 :Pノ:Pクケ円

③従 業 員 数 ノノス

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

チ昇コラクツトノえた永ルキ′口И実ラ序″

↓
コプリ=卜拭ら口)再生μ理業考lころ夕毛して

破響そ.手生響ろしして

みてラ晟イし。

ψ

(日 本工業規格 A列 4番 )



(第 2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

本れ縫務課
|

工場長(摩銹穀物Xrt費総痛責任考,

|

た栄風桑物管理女慟

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (  23 年度)実績】

産業廃棄物の種類

生`ルフリ斗紬人丁卑現場ι洲動なゎttれル
.

接コンクリ斗 z発生ttクリジ乱l,す 3。

【目標】

産業廃棄物の種類 コンクリートがう

(今後実施する予定の取組)

周 上

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

/J― し



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( 23 年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンフグート違“う
自ら再生禾1用 を行つた

産業廃棄 4勿 の量

(これまでに実施 した取組 )

・特にズ施レスロをし,.

【目標】

産業廃棄物の種類 コラクリートガじ
自ら再生利用を行う

産業廃棄物 の量

(今後実施する予定の取組)

家ヽた 'する予定諄争H

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

23 年度)実績】

産業廃棄物の種類
Jンフツ́μノじ

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量

(こ れまでに実施 した取組 )

・坪行しス茂 レスい存り.

【目標】

産業廃棄物の種類 コン7′ l―トダつ
自ら熱回収を行 う

産業廃棄物 の量

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物 の量

(今後実施する予定の取組 )

も
裟it可 う孝江尋々 il.



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ( 23 年度)実績】

産業廃棄物の種類 コフクリ́lμどう
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物 の量

(これまでに実施 した取組 )

・資がと′してい萄・ ,.

産業廃棄物の種類 フラクリ́トズウ
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

(今後実施する予定の取組 )

・罠ん 'すろ予定11存
".

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 ( 23 年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンフリントだら

全 処 理 委 託 量
P、 リリ。

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

(これまでに実施した取組)

`キ脅1う 存し



・0

一し

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 コラフリーL″r)

金処 理 委 託 量 ノしυOク     t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(今後実施する予定の取組)

。
74:ぅ 4し

`

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1

2

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」のllaは、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合にお|す る病床数 (前年度末時′点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」のllCに は、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによって減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去口処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼去p処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり]と 記入 し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標?欄に「別紙のとおり」と記入 し、当該llllに記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、
「―Jを記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。

ヽ
し


